
学校給食献立予定表広告掲載要領 

 
（趣旨） 
第１条 この要領は、福知山市有料広告掲載要綱（平成２１年４月１日施行。以

下「要綱」という。）及び福知山市広告掲載基準（平成２１年４月１日施行。

以下「基準」という。）規定に基づき、福知山市学校給食献立予定表（以下、

「献立表」という。）に掲載する有料広告（以下、「広告」という。）の取り扱

いについて必要な事項を定めるものとする。 
（広告内容等の制限） 
第２条 献立表に掲載する広告は、教育の一環として提供される学校給食の意

義を損なわないもの、教育活動に影響を及ぼさないものとし、要綱第３条及び

基準第４条に定めるもののほか、学校を通じて配布される配布物への広告と

して適当でないと市が認めるものについては掲載しない。 
（広告の掲載料） 
第３条 広告の掲載料は、１枠あたり月額５，０００円に消費税額を加算した額

とする。 
２ 広告のデザイン等の作成に要する経費は広告主の負担とする。 
３ 広告主は、福知山市有料広告掲載決定通知書の送付日以降に送付する納入

通知書により指定する期日までに広告料の全額を納付しなければならない。 
（広告の規格、数量及び掲載時期） 
第４条 広告の規格、数量及び掲載時期は、市が別に定める。 
（申込資格） 
第５条 市内に本店、支店、営業所又は出張所を有する事業者（法人及び個人事

業者）、国、地方公共団体、公益的法人等。 
（広告掲載の申込み） 
第６条 広告の掲載を希望する者は、要綱、基準及び本要領並びに学校給食献立

予定表広告掲載募集要項の規定を遵守するものとし、要綱第８条の規定に基

づく福知山市有料広告掲載申込書（別記様式第１号。以下「申込書」という。）

に、掲載する広告内容の広告原稿を添付の上、市に提出しなければならない。 
（広告原稿の提出等） 
第７条 広告主は、市が定める日までに、市に広告原稿を提出しなければならな

い。期日までに提出がない場合は、受付を取り消すものとする。 
２ 献立表広告には、次の各号に定める事項について明確に表示しなければな

らない。 
（１）広告主の名称及び連絡先 
（２）広告の上部に広告の表示 
（広告内容等の変更及び修正） 
第８条 広告主は、前条の規定により提出した広告原稿を原則として変更及び

修正することはできないものとする。ただし、市がやむを得ないと認めるとき

はこの限りでない。 
２ 広告主は、前項のただし書きにより広告の原稿を変更及び修正するときは、



市とあらかじめ協議するものとする。 
（広告主の選定） 
第９条 市は、広告掲載希望者から第６条の規定による申込みがあったときは、

当該広告掲載希望者及び広告内容が適当と認められるもののうち、要綱に規

定する優先順位で広告主として選定する。 
２ 同優先順位の広告掲載希望者が２者以上のときは、抽選により決定する。 
３ 前２項の規定による広告主の選定及び決定は、福知山市学校給食センター

において行う。 
４ 市は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を福知山市有料広告掲載

決定通知書（要綱様式第２号）又は、福知山市有料広告非掲載決定通知書（要

綱様式３号）により当該掲載希望者に通知するものとする。 
（広告主の責務） 
第１０条 広告内容の一切の責任は、広告主が負うものとする。 
２ 広告主は、掲載された広告に起因して市または第三者に損害を与えたとき

は、その損害を賠償する責務を負う。 
（協議） 
第１１条 この要領に定めのない事項について、疑義が生じたときは、要綱、及

び基準によるほか、市と広告主が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 
（その他） 
第１２条 この要綱に定めるもののほか、学校給食献立予定表有料広告の取扱

いに関して必要な事項は、市が別に定める。 
   附 則 
 この要領は、令和元年８月１日から施行する。 

  
附 則 

この要領は、令和７年２月１０日から施行する。 


